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（様式第１） 

                                番   号 

                                年 月 日 

 経済産業大臣 殿 

 

 

                          住所  

                          金融機関名 

                          代表者名      印 

 

 

 令和７年度石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付申請書 

 

 石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付要綱第５条第１項に

基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．交付対象事業の目的及び概要 

 

２．利子補給金交付申請額 

 

３．交付対象事業の開始及び終了（予定）年月日 

  （始期）  年 月 日 

  （終期）  年 月 日 

 

４．交付対象事業の内容 

                                 （単位：円） 

 

貸付企業・事業所名 

 

貸付年月日 

 

 貸 付 額 

 

   備      考 

    

貸付額と交付対象額が異なる場

合はその旨記入すること。 

 

５．利子補給金の額及びその算出の基礎 

                                 （単位：円） 

 

貸付企業・事業所名 

 

 貸付残高 

 

利子補給金の

額 

 

   算 出 の 基 礎 
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（様式第２） 

                                番   号 

                                年 月 日 

 

 経済産業大臣 殿 

 

 

                                           住所 

                                           金融機関名 

                       代表者氏名   印 

 

 

貸付実施計画書 

 

 石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付要綱第５条第２項の

規定に基づき、下記のとおり貸付実施計画書を提出します。 

 

                                  記 

１．貸付対象事業の概要 

  （１）事業名 

  （２）事業実施企業・事業所名 

  （３）事業の実施場所 

  （４）事業の目的 

  （５）事業内容 

  （６）総事業費                        円 

 

２．貸付額               円 

 

３．貸付利率              ％ 

 

４．スケジュール 

  （１）貸付実行日 

  （２）初回利子補給日 

  （３）償還予定期限 
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（様式第３） 

                                番   号 

                                年 月 日 

 

 申請者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）宛て 

 

 

                         経済産業大臣 名 

 

 

  令和７年度石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付決定通

知書 

 

  年  月  日付け第  号をもって申請がありました令和７年度石油産業

の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金については、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）

第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、適正化法

第８条の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

１．利子補給金の交付対象となる事業及び内容 

   年  月  日付け第  号をもって申請がありました令和６年度石油産

業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付申請書記載のとおりとする。 

２．利子補給金の額は次のとおりとする。 

 利子補給金の額      金        円 

 ただし、交付対象の内容が変更された場合における利子補給金の額については、

別に通知するところによるものとする。 

３．補助事業者は、「適正化法」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和３０年政令第２５５号）」及び「石油産業の海外展開に向けた資金

借入に係る利子補給金交付要綱（平成２３・０５・０６財資第９号）」の定めると

ころに従わなければならない。 

 なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得るこ

とに留意すること。 

（１） 適正化法第１７条の規定による交付決定の取消し、第１８条の規定による

補助金等の返還及び第１９条第１項の規定による加算金の納付。 

（２） 適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則。 

（３） 相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。 

（４） 当省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。 

（５） 補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。 
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（様式第４） 

                                番   号 

                                年 月 日 

 経済産業大臣 殿 

 

 

                                                                               

                              

住所                  

金融機関名         

   代表者名     印  

 

 

  令和７年度石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金状況報告書 

 

   年  月  日付け  第  号をもって交付決定の通知のあった上記利子

補給金に係る交付対象事業の実施状況について、石油産業の海外展開に向けた資金借

入に係る利子補給金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

交付対象事業の遂行状況 
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（様式第５） 

                                番   号 

                                年 月 日 

  経済産業大臣 殿 

 

 

                            住所 

                            融機関名 

                            代表者名    印 

 

 

  令和７年度石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金実績報告書 

 

   年  月  日付け  第  号をもって交付決定通知のあった上記利子補

給金に係る実績について、石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交

付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告します。                    

 

 

記 

 

１．交付対象事業の内容及び効果 

 （１）内容 

 

 （２）効果 

 

 （３）内訳 

                                                               (単位：円） 

 

貸付企業・事業所名 

 

貸付年月日 

 

 貸 付 額 

 

   備      考 

    

貸付額と交付対象額が異なる場

合はその旨記入すること。 

 

２．利子補給金の額及びその算出の基礎 

                                 （単位：円） 

 

貸付企業・事業所名 

 

 貸付残高 

 

利子補給金の

額 

 

   算 出 の 基 礎 
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（様式第６） 

                                番   号 

                                年 月 日 

  経済産業大臣 殿 

 

 

                            住所 

                            金融機関名 

                            代表者名       印    

 

 

  令和７年度石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金支払請求書 

 

   年  月  日付け  第  号をもって確定通知のあった上記利子補給金

について、石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付要綱第１３条

第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．補給金請求額      

 

２．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

 

 

 

 


